
変更後の役員名簿 
 

2020 年 6 月 22 日から 2022 年 6 月 21 日まで 
 

特定非営利活動法人 ワネッツ                           

役職名 氏 名 住所または居所 報酬の有無 

理事長 肥田 善雄 福井県敦賀市 無 

副理事長 木本 茂 福井県小浜市 無 

副理事長 塚本 重信 福井県福井市 無 

理 事 高城 和行 福井県三方郡美浜町 無 

理 事 清水 宗賢 福井県小浜市 無 

理 事 安藤 政廣 福井県小浜市 無 

理 事 冨永 恭 福井県敦賀市 無 

理事 

事務局長 
岩崎 良人 福井県小浜市 無 

監 事 池上 博 福井県三方上中郡若狭町 無 

監 事 江戸 吉弘 福井県三方上中郡若狭町 無 

 
特定非営利活動法人ワネッツ定款 抜粋 

（任期等） 

第１６条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２  前項の規定に関わらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終了するまでを任期とし、任期満了

後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 

３   補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。 

４  役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 

 


